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○甲州市景観規則 

平成２４年１２月２１日 

規則第２１号 

改正 平成３１年２月１９日規則第１号 

令和２年６月２６日規則第１８号 

令和４年３月３１日規則第１１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲州市景観条例（平成２４年甲州市条例第２７号。以下「条

例」という。）、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）及

び景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「省令」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（面積及び高さの算定方法） 

第２条 条例及びこの規則における面積及び高さの算定方法については、建築基準

法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条に規定するところによるものとす

る。 

（景観形成重点地区の公表方法） 

第３条 条例第１０条第３項の規定による公表は、同条第１項の規定により指定し

た景観形成重点地区に関し、指定年月日、区域その他の必要な事項を市の広報及

びホームページに掲載して行うものとする。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の提案） 

第４条 法第２０条第１項の規定による景観重要建造物の指定の提案は、様式第１

号による提案書を提出することにより行うものとする。 

２ 法第２９条第１項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、様式第２号によ

る提案書を提出して行うものとする。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の通知） 

第５条 法第２１条第１項の規定による景観重要建造物の指定の通知は、様式第３

号による通知書により行うものとする。 

２ 法第３０条第１項の規定による景観重要樹木の指定の通知は、様式第４号によ

る通知書により行うものとする。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木を表示する標識） 
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第６条 法第２１条第２項の規定により設置する景観重要建造物を表示する標識及

び法第３０条第２項の規定により設置する景観重要樹木を表示する標識（次項及

び第３項において「標識」という。）は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見

やすい場所に設置しなければならない。 

２ 標識には、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 

(１) 景観重要建造物又は景観重要樹木である旨の表示 

(２) 指定番号及び指定年月日 

(３) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称 

(４) その他市長が必要と認める事項 

３ 標識の設置場所は、当該景観重要建造物又は当該景観重要樹木の所有者と協議

して決定するものとする。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の許可の申請） 

第７条 法第２２条第１項本文に規定する景観重要建造物の現状変更についての許

可及び法第３１条第１項本文に規定する景観重要樹木の現状変更についての許可

を受けようとする場合の申請は、様式第５号による申請書を提出して行うものと

する。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者の変更等の届出） 

第８条 法第４３条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更

の届出は、様式第６号による変更届を提出して行うものとする。この場合におい

て、当該変更届には、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したこと

を証する書面を添付しなければならない。 

２ 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が住所又は氏名を変更したときは、

当該所有者は、様式第７号による届出書を市長に提出しなければならない。 

（景観計画区域内の行為の届出） 

第９条 条例第１９条第２項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した

届出書を提出して行うものとする。 

２ 条例第１９条第２項の規則で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び

住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下

同じ。）並びに行為の完了予定日とする。 

３ 省令第１条第１項の届出書及び第２項の届出書は、様式第８号によるものとす
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る。 

４ 省令第１条第１項の届出書及び第２項の届出書には、条例第２０条各号に掲げ

る図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模

が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、

当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図

面に替えることができる。 

(１) 行為を行う土地の位置及び当該土地周辺の状況を表示する図面で縮尺２，

５００分の１以上のもの 

(２) 行為を行う土地の区域内における建築物又は工作物の位置を示す図面で縮

尺１００分の１以上のもの 

(３) 建築物又は工作物の色彩が施された立面図で縮尺１００分の１以上のもの

（建築物の建築等又は工作物の建設等に限る。） 

(４) 行為を行う土地及びその周辺の状況を示す写真（２方向以上から撮影した

もの） 

(５) 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第１６条第４項の規

定により作成した現況図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図

及び擁壁の断面図（法第１６条第１項第３号に規定する開発行為に限る。） 

(６) 設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺１００分の１以上のもの

（条例第１９条第２号に掲げる行為（土砂の採取及び鉱物の採掘を除く。）に

限る。） 

(７) 堆積する場所及び方法を明らかにする図面（条例第１９条第３号に掲げる

行為に限る。） 

(８) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書 

５ 前項の規定にかかわらず、市長は、条例第２０条各号及び前項各号に掲げる図

書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。 

（景観計画区域内の行為の変更の届出） 

第１０条 条例第１９条第３項の規定による変更の届出は、同条第２項の規定によ

り届け出た行為に係る設計又は施工方法のうち、その変更により同項の規定によ

る届出に係る行為が法第１６条第７項各号に掲げる行為（条例第２１条に規定す

る行為を含む。）に該当することとなるもの以外のものについて行わなければな
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らない。 

２ 法第１６条第２項の規定による変更の届出（条例第１９条第３項の規定による

変更の届出を含む。次項において「変更の届出」という。）は、様式第９号によ

る届出書を提出することにより行うものとする。 

３ 変更の届出には、条例第２０条各号及び前条第４項各号に掲げる図書のうち当

該変更に係るものを添付しなければならない。ただし、市長は、その図書の全部

又は一部について添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略さ

せることができる。 

（景観形成基準適合通知） 

第１１条 市長は、法第１６条第１項又は第２項の規定による届出があった場合に

おいて、その届出に係る行為が景観計画に定める良好な景観形成のための景観形

成基準に関する事項に適合すると認めるときは、様式第１０号により通知するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知をしたときは、法第１８条第１項に規定する行

為の着手制限を当該通知の日まで短縮するものとする。 

（行為の完了の届出） 

第１２条 条例第２３条の規定による行為の完了の届出は、様式第１１号による届

出書に当該届出に係る行為の完了後の状況がわかる写真を添付して行うものとす

る。 

（景観重要公共施設の占用等の事前確認に関する手続） 

第１２条の２ 条例第２４条の２に規定する景観重要公共施設の占用等の事前確認

は、様式第２３号による申請書を提出することにより行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

景観計画において支障がないものと認めたときは、様式第２４号により申請者に

通知するものとする。 

（公表） 

第１３条 条例第２６条第１項の規定による公表は、甲州市公告式条例（平成１７

年甲州市条例第３号）別表の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法によ

り行うものとする。 

２ 条例第２６条第１項の規定により公表する同項の規則で定める事項は、次に掲
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げるとおりとする。 

(１) 条例第２６条第１項に規定する処分対象者の氏名及び住所（法人その他の

団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

(２) 条例第２５条第１項に規定する勧告及び命令（次号において「勧告及び命

令」という。）の対象となった行為、位置及び区域 

(３) 勧告又は命令に従わなかった事実 

（身分を示す証明書） 

第１４条 法第１７条第８項の規定により原状回復等を行おうとする者及び立入検

査又は立入調査をする者が携行し、提示する身分を示す証明書は、様式第１２号

によるものとする。 

（住民協定の認定） 

第１５条 条例第２７条第１項の規定による景観づくり住民協定（以下「住民協定」

という。）の認定は、その認定を受けようとする協定が次の各号に掲げる事項の

いずれにも適合する場合に行うものとする。 

(１) 協定に建築物及び工作物の位置、形態、色彩、意匠、材料若しくは敷地の

緑化又はまちなみの美化等景観形成に関する事項が定められていること。 

(２) 協定の有効期間が原則として５年以上であること。 

(３) 協定が、その対象区域内の市民のおおむね３分の２以上の合意を得られた

ものであること。 

２ 市長は、次条第２項の規定により住民協定の認定をする決定をしたときは、様

式第１３号による認定書を交付するものとする。 

（住民協定の認定の申請等） 

第１６条 条例第２７条第２項の規定による住民協定の認定の申請は、様式第１４

号による申請書に次に掲げる図書を添付して行うものとする。 

(１) 住民協定に係る協定書の写し 

(２) 前条第１項第３号に規定する合意が得られたことを証する書類 

(３) 住民協定の目的となる土地の位置及び区域を表示する図面 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可

否を決定し、様式第１５号により申請者に通知するものとする。 

（住民協定の変更認定の申請等） 
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第１７条 条例第２７条第４項において準用する同条第２項の規定による住民協定

に係る変更認定の申請は、様式第１６号による申請書に次に掲げる図書を添付し

て行うものとする。 

(１) 変更後の住民協定に係る協定書の写し 

(２) 変更後の住民協定の目的となる土地の位置及び区域を表示する図面 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可

否を決定し、様式第１７号により申請者に通知するものとする。 

（住民協定の廃止の申請等） 

第１８条 条例第２７条第４項において準用する同条第２項の規定による住民協定

に係る廃止認定の申請は、様式第１６号による申請書に次に掲げる図書を添付し

て行うものとする。 

(１) 住民協定の廃止について、当該住民協定の目的となっている土地の所有者

及び借地権者（法第８１条第１項に規定する土地所有者等に限る。）の過半数

が合意したことを証する書類 

(２) 廃止しようとする住民協定の目的となる土地の位置及び区域を表示する図

面 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可

否を決定し、様式第１７号により申請者に通知するものとする。 

（景観まちづくり市民団体の認定） 

第１９条 条例第２８条第１項の規定による景観まちづくり市民団体の認定は、そ

の認定を受けようとする団体が次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する場合

に行うものとする。 

(１) 活動が市の景観形成に有効であると認められること。 

(２) 活動区域内の市民の多数により組織されているもの認められること。 

(３) 規約、会則又は定款を有していること。 

(４) 法令又は条例に違反する行為を行っていないこと。 

(５) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する活動を行っていないこと。 

(６) 宗教的活動又は政治的活動を行っていないこと。 

２ 市長は、次条第３項の規定により景観まちづくり市民団体の認定をする決定を

したときは、様式第１８号による認定書を交付するものとする。 
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（景観まちづくり市民団体の認定の申請等） 

第２０条 条例第２８条第２項の規定による景観まちづくり市民団体の認定の申請

は、様式第１９号による申請書に、その認定を受けようとする団体に係る次に掲

げる図書を添付して行うものとする。 

(１) 規約、会則又は定款 

(２) 役員名簿 

(３) 構成員の氏名及び住所がわかる書類 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 前項第１号の規約、会則又は定款には、次に掲げる事項が定められていなけれ

ばならない。 

(１) 名称 

(２) 設立目的 

(３) 活動区域 

(４) 活動内容 

(５) 構成員の範囲に関する事項 

(６) 役員に関する事項 

(７) 会議に関する事項 

(８) 経費及び会計に関する事項 

(９) 規約、会則又は定款の変更に関する事項 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の

可否を決定し、様式第２０号により申請者に通知するものとする。 

（景観まちづくり市民団体の変更及び廃止の届出） 

第２１条 第１９条第２項の規定により景観まちづくり市民団体の認定証の交付を

受けた団体の代表者は、規約、会則若しくは定款、役員の区分若しくは構成員の

氏名若しくは住所に変更が生じたとき又は当該団体を解散するときは、様式第２

１号による届出書を市長に提出しなければならない。 

（景観まちづくり市民団体の認定の取消し） 

第２２条 市長は、条例第２８条第３項の規定により景観づくり市民団体の認定を

取り消したときは、様式第２２号により、当該景観づくり市民団体の代表者に通

知するものとする。 
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（補足） 

第２３条 この規則に定めるもののほか、条例、法及び省令の施行に関し必要な事

項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年２月１９日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則の各規程による改正前の各規則の様式による用

紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することが

できる。 

附 則（令和２年６月２６日規則第１８号） 

この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式に

よる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 



甲州市景観規則 

‐9‐ 

 



甲州市景観規則 

‐10‐ 

 



甲州市景観規則 

‐11‐ 

 



甲州市景観規則 

‐12‐ 

 



甲州市景観規則 

‐13‐ 

 



甲州市景観規則 

‐14‐ 

 



甲州市景観規則 

‐15‐ 

 



甲州市景観規則 

‐16‐ 

 



甲州市景観規則 

‐17‐ 

 



甲州市景観規則 

‐18‐ 

 



甲州市景観規則 

‐19‐ 

 



甲州市景観規則 

‐20‐ 

 



甲州市景観規則 

‐21‐ 

 



甲州市景観規則 

‐22‐ 

 



甲州市景観規則 

‐23‐ 

 



甲州市景観規則 

‐24‐ 

 



甲州市景観規則 

‐25‐ 

 



甲州市景観規則 

‐26‐ 

 



甲州市景観規則 

‐27‐ 

 



甲州市景観規則 

‐28‐ 

 



甲州市景観規則 

‐29‐ 

 



甲州市景観規則 

‐30‐ 

 



甲州市景観規則 

‐31‐ 

 



甲州市景観規則 

‐32‐ 

 



甲州市景観規則 

‐33‐ 

 



甲州市景観規則 

‐34‐ 

 



甲州市景観規則 

‐35‐ 

 



甲州市景観規則 

‐36‐ 

 



甲州市景観規則 

‐37‐ 

 



甲州市景観規則 

‐38‐ 

 



甲州市景観規則 

‐39‐ 

 



甲州市景観規則 

‐40‐ 

 


